
個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

19 備　　　考

企画課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☒有　□無

☒法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

企画課　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

―

―

―

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

該当

登録申請者からの申請書類提出

含まない

熊本県警察

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

熊本県ＳＤＧｓ登録申請書を提出した者の代表者と役員（令和３年度
以降）

熊本県ＳＤＧｓ登録制度に関するファイル

知事

企画課

熊本県ＳＤＧｓ登録申請確認業務のために利用する

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

19 備　　　考

土地売買等届出書を提出した者

土地売買等届出審査事務管理者ファイル

知事

地域振興課

土地売買等届出審査事務本人確認、利用目的等の内容確認のために利
用する。

1 個人・法人代表者氏名、2 住所、3 国籍、4 土地所在・面積・対価
等、5 利用目的、6 県の処理（助言等）

12 個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの届出書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

地域振興課

〒862-8570 熊本県熊本市水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

19 備　　　考

交通政策課

〒862-8570　熊本市中央区水前寺６－１８－１

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

非該当

県警からの通知

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

変更届を提出したもの

自動車運転代行業変更届ファイル

知事

交通政策課

自動車運転代行業の変更届の確認

１氏名　２住所


